
平成２３年度から 特別加入時健康診断の手続きが変更になります

◆特別加入時健康診断が必要な方は、労働局長があらかじめ委託している

医療機関であれば、どこでも、ご都合の良いときに受診できるようになりました。

※特別加入時健康診断を受けられる医療機関については、都道府県労働局にお問い合わせください。

平成２３年度から 「特別加入変更届」に対する通知書がなくなります

◆控えをお渡ししますので、大切に保管してください。

◆健康診断証明書の提出後、労働局長が「承認」「不承認」「特定業務を除く限定承認」の
通知を行います。

◆保険給付は、災害発生前に届け出のあった内容に基づいて決定されます。
作業内容などに変更があったり、新たに事業に従事する人が特別加入する場合
などは、変更届を提出してください。

その１

労災保険特別加入手続きが変更になります

委託契約

特別加入予定者

事務組合
または

特別加入団体

医療機関

労働局長
（監督署長経由）

③健診予約・受診（診断依頼書提示）

④健康診断証明書交付

①申請書/変更届/申出書

②健診指示書＋診断依頼書交付

⑤健康診断証明書提出

⑥承認通知

～～～～～特別加入時健康診断の流れ～～～～～

受診日時；監督署長の指定する日

受診場所；監督署長の指定する
医療機関

変更

受診日時；監督署長の指定期間中の
希望する日

受診場所；労働局長が委託した医療機関の
中から受診者が選択

これまで

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

その２



平成24年度分から 給付基礎日額の変更手続きが変わります

翌年度の給付基礎日額変更を希望する場合は、
前年度中に事前の申請が可能になります（平成24年度の給付基礎日額から）。

例２） 平成24年の年度更新期間中に、平成24年度の給付基礎日額を10,000円から12,000円

に変更を申請

→原則、平成24年４月１日にさかのぼって給付基礎日額を変更

H24.4.1

申請

＜現在＞

年度更新期間中に

その年度分を変更
(６月1日～７月10日)

変更

＜平成24年度分以降＞

（前年度の）３月18日～３月31日の間

または、年度更新期間中に変更可能

ただし、災害発生後の変更は不可

◆給付基礎日額の変更時期◆

※ 平成23年度の給付基礎日額変更手続きについては変更ありません。

今までどおり、年度更新期間中に行ってください。

H24.4.1 申請

申請後に災害が発生した場合は、給付基礎日額12,000円に基づいて給付されます。

年度更
新期間 災害

◆注２

平成23年度；10,000円 平成24年度；12,000円

その３

平成23年度；10,000円 平成24年度；12,000円

H24.4.1

例１） 平成24年３月18日から31日までの間に、平成24年度の給付基礎日額を10,000円から

12,000円に変更を申請

災害

→平成24年度に災害が発生した場合、給付基礎日額12,000円に基づいて給付されます。

H24.3.18

平成23年度；10,000円

年度更
新期間

申請

申請前に災害が発生していた場合は、そのあとで給付基礎日額の変更を申請しても承認
されません。この場合、平成24年度内に発生した災害に対する保険給付は全て、給付基
礎日額10,000円に基づいて支払われます。

平成24年度；10,000円

災害

◆注１

災害
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